
３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

酒類の提供者・車両の同乗者

行政処分
・基礎点数・・・３５点

・免許取消し・・・欠格期間３年

罰 則

５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

運転者

５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

車両等の提供者

※２※３

※１
酒酔い運転

ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と
飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人
（ハンドルキーパー）を決め、その人が仲間を
自宅まで安全に送り届ける運動です。

※１・・・「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な
運転ができないおそれがある状態をいう。

※２・・・前歴及びその他の累積点数がない場合。
※３・・・「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が、

運転免許を再度取得することができない期間 ２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

酒類の提供者・車両の同乗者

行政処分

・基礎点数・・・１３点

・免許取消し・・・欠格期間２年

罰 則

３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

運転者

３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

車両等の提供者

・基礎点数・・・２５点

●呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上

●呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満

・免許停止・・・期間９０日

※２※３

※２

［お問い合わせ先］大阪府警察本部交通部交通総務課安全広報係 TEL.06-6943-1234 

飲酒運転による交通事故は、当事者はもちろん、
その周りの人までも不幸にします！

＝ ＝

酒気帯び運転


